
各

種

所

得

の

金

額

の

計

算

 

課

税

標

準

の

計

算

 

総

所

得

金

額

 

退

職

所

得

金

額

 

山

林

所

得

金

額

 

長
期
譲
渡
所
得
金
額 

短
期
譲
渡
所
得
金
額 

土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額 

利

子

所

得

の

金

額

 

配

当

所

得

の

金

額

 

不

動

産

所

得

の

金

額

 

事

業

所

得

の

金

額

 

給

与

所

得

の

金

額

 

譲

渡

所

得

の

金

額

 

短

期

 

長

期
 

一

時

所

得

の

金

額
 

雑

所

得

の

金

額

 

土
地
等
の
事
業
・
雑 

所
得
金
額 

分
離
課
税
の 

課
税

分
離 

短

期

譲

渡

 

長

期

譲

渡

 

山

林

所

得

の

金

額

 

退

職

所

得

の

金

額

 

× 1 2

貎注　※の所得には源泉徴収のみで課税関係が終了するものがあります。 

　　「土地等に係る事業所得等の金額」については，平成10.1.1～平成20.12.31ま

での間は適用されません。 

※ ※ ※ ※ ※ 

漓損益通算 漓 

滷雑損失の繰越控除 

澆 

所
得
金
額 

分
離
課
税
の 

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額 

※
株
式
等
の
譲
渡
等
の
金
額 

課
税 

分
離 

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額 

※
株
式
等
の
譲
渡
等
の
金
額 

澆純損失の繰越控除 

第１章 所 得 税
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